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単一の就業規則を作成、適用しなければならない必要性が高いことはいうまでもないところ、本件合併

に際しても、右のような労働条件の格差是正措置をとることが不可欠の急務となり、その調整について

折衝を重ねてきたにもかかわらず、合併期日までにそれを実現することができなかったことは前示した

とおりであり、特に本件の場合においては、退職金の支給倍率についての旧花館農協と他の旧六農協と

の間の格差は、従前旧花館農協のみが秋田県農業協同組合中央会の指導・勧告に従わなかったことによ

って生じたといういきさつがあるから、本件合併に際してその格差を是正しないまま放置するならば、合

併後の上告組合の人事管理等の面で著しい支障が生ずることは見やすい道理である。加えて、本件合併

に伴ってＸらに対してとられた給与調整の退職時までの累積額は、賞与及び退職金に反映した分を含め

ると、おおむね本訴における被上告人らの前記各請求額程度に達していることを窺うことができ、また、

本件合併後、Ｘらは、旧花館農協在職中に比べて、休日・休暇、諸手当、旅費等の面において有利な取扱い

を受けるようになり、定年は男子が１年間、女子が３年間延長されているのであつて、これらの措置は、退

職金の支給倍率の低減に対する直接の見返りないし代償としてとられたものではないとしても、同じく

本件合併に伴う格差是正措置の一環として、新規程への変更と共通の基盤を有するものであるから、新

規程への変更に合理性があるか否かの判断に当たって考慮することのできる事情である。 

右のような新規程への変更によってＸらが被った不利益の程度、変更の必要性の高さ、その内容、及び関

連するその他の労働条件の改善状況に照らすと、本件における新規程への変更は、それによって被上告

人らが被った不利益を考慮しても、なおＹ組合の労使関係においてその法的規範性を是認できるだけの

合理性を有するものといわなければならない。したがつて、新規程への変更はＸらに対しても効力を生ず

るものというべきである。 


